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浜 田 市 議 会 災 害 等 対 策 支 援 本 部 設 置 要 領  

 

（ 趣 旨 ）  

第 1 条  こ の 要 領 は 、浜 田 市 議 会 基 本 条 例 第 5 条 の 規 定 に 基 づ き

設 置 す る 浜 田 市 議 会 災 害 等 対 策 支 援 本 部（ 以 下「 議 会 支 援 本 部 」

と い う 。） の 設 置 に 関 し 、 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と に よ り 、 浜

田 市 災 害 対 策 本 部 （ 以 下 「 市 対 策 本 部 」 と い う 。） と 連 携 、 協

力 し 、 災 害 対 策 等 の 支 援 を す る と と も に 、 議 会 が 一 体 と な り 、

市 民 の 安 全 安 心 の 確 保 に 尽 力 す る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 設 置 ）  

第 2 条  議 長 は 、次 の 場 合 に 議 会 支 援 本 部 を 設 置 す る こ と が で き

る 。  

（ 1） 地 震 や 水 害 等 の 災 害 や 感 染 症 等 の 発 生 、 拡 大 （ 以 下 「 災 害

等 」 と い う 。） に よ り 、 市 対 策 本 部 が 設 置 さ れ た と き 。  

（ 2）浜 田 市 議 会 BCP（ 浜 田 市 議 会 業 務 継 続 計 画 ）が 対 象 と す る 災

害 が 発 生 し 、 又 は 災 害 の 発 生 が 予 測 さ れ た と き 。  

（ 3） そ の 他 議 長 が 必 要 と 認 め る と き 。  

2 災 害 等 の 状 況 に よ り 議 会 支 援 本 部 が 設 置 で き な い と き は 、 議

長 の 指 示 の 下 、議 会 事 務 局 が 第 4 条 各 号 に 掲 げ る 事 務 を 行 う も

の と す る 。  

（ 組 織 ）  

第 3 条  議 会 支 援 本 部 は 、本 部 長 、副 本 部 長 、本 部 員 を も っ て 組

織 す る 。  

2 本 部 長 は 議 長 を も っ て 充 て 、 議 会 支 援 本 部 の 事 務 を 統 括 し 、

本 部 員 を 指 揮 監 督 す る と と も に 、 市 対 策 本 部 の 会 議 に 出 席 し 、

情 報 収 集 及 び 執 行 部 と の 情 報 共 有 に 努 め る も の と す る 。  

3 副 本 部 長 は 副 議 長 を も っ て 充 て 、 本 部 長 を 補 佐 し 、 本 部 長 に

事 故 あ る と き は 、そ の 職 務 を 代 理 す る 。ま た 、一 人 会 派 又 は 無

会 派 の 議 員 か ら の 意 見 収 集 及 び 情 報 伝 達 等 を 行 う 。  

4 本 部 員 は 各 会 派 代 表 者（ こ の 場 合 の 会 派 と は 、2 人 以 上 の 議 員

で 構 成 す る 会 派 を い う 。） を も っ て 充 て 、 本 部 長 、 副 本 部 長 を

補 佐 す る と と も に 、 議 会 支 援 本 部 の 事 務 に 従 事 す る 。  

5 本 部 長 及 び 副 本 部 長 と も に 事 故 あ る と き は 、 議 会 運 営 委 員 会
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委 員 長 が そ の 職 務 を 代 理 す る 。  

6 本 部 員 に 事 故 あ る と き は 、 当 該 会 派 の 議 員 の う ち か ら そ の 職

務 を 代 理 す る 者 を 出 席 さ せ る こ と が で き る 。  

（ 所 掌 事 務 ）  

第 4 条  議 会 支 援 本 部 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を 行 う も の と す る 。  

（ 1） 議 員 の 安 否 や 居 場 所 等 又 は 議 員 の 感 染 状 況 等 の 確 認 を 行 う

こ と 。  

（ 2） 市 対 策 本 部 か ら 災 害 等 の 情 報 提 供 を 受 け 、 必 要 に 応 じ て 各

議 員 に そ の 情 報 を 提 供 す る こ と 。  

（ 3） 被 災 地 及 び 避 難 所 等 の 状 況 把 握 に 努 め る こ と 。  

（ 4） 災 害 等 の 情 報 や 市 民 か ら の 要 望 等 を 収 集 ・ 整 理 し 、 市 対 策

本 部 に 提 供 す る こ と 。  

（ 5） 必 要 に 応 じ て 市 対 策 本 部 へ 要 望 及 び 提 言 を 行 う こ と 。  

（ 6） 必 要 に 応 じ て 国 ・ 県 等 へ の 要 望 を 行 う こ と 。  

（ 7） 浜 田 市 議 会 BCP の 見 直 し に 関 す る こ と 。  

（ 8） そ の 他 災 害 等 に 関 し て 本 部 長 が 必 要 と 認 め る こ と 。  

（ 議 員 の 任 務 ）  

第 5 条  議 会 支 援 本 部 の 事 務 に 従 事 し な い 議 員 は 、次 に 掲 げ る 事

務 を 遂 行 す る よ う 努 め る も の と す る 。な お 、事 務 遂 行 に 当 た っ

て は 、被 災 者 等 の 心 情 に 配 慮 す る と と も に 、屋 外 で の 活 動 を 行

う 場 合 は 、二 次 災 害 の 発 生 が な い よ う 議 員 自 ら の 安 全 確 保 に 十

分 留 意 す る も の と す る 。ま た 、感 染 症 発 生 の 場 合 は 、感 染 防 止

対 策 を 徹 底 す る こ と と す る 。  

（ 1） 自 ら の 安 否 や 居 場 所 、 被 災 状 況 や 感 染 状 況 、 連 絡 先 等 を 議

会 支 援 本 部 に 報 告 し 、 連 絡 体 制 の 確 立 を 図 る こ と 。  

（ 2） 議 会 支 援 本 部 か ら 災 害 等 の 情 報 や 市 対 策 本 部 会 議 で の 情 報

提 供 を 受 け る こ と 。  

（ 3） 提 供 を 受 け た 災 害 情 報 等 を 参 考 に し な が ら 、 被 災 地 及 び 避

難 所 の 状 況 調 査 を 行 い 、必 要 に 応 じ て 議 会 支 援 本 部 に 報 告 す

る こ と 。  

（ 4） 災 害 等 の 情 報 や 市 民 か ら の 要 望 等 を 収 集 し 、 議 会 支 援 本 部

に 報 告 す る こ と 。  

（ 5） 各 地 域 に お け る 災 害 支 援 ・ 復 旧 活 動 に 協 力 す る こ と 。  
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（ 6）各 地 域 に お い て 被 災 者 か ら の 相 談 に 応 じ 助 言 に 努 め る こ と 。 

（ 議 会 事 務 局 の 役 割 ）  

第 6 条  議 会 事 務 局 は 議 会 支 援 本 部 事 務 局 の 役 割 を 担 う も の と す

る 。  

（ 1） 事 務 局 長 は 、 市 対 策 本 部 の 会 議 等 に 出 席 し 、 情 報 収 集 に 努

め る と と も に 、 議 会 か ら の 情 報 提 供 を 行 う 。  

（ 2） 事 務 局 職 員 は 、 各 議 員 と の 連 絡 や 災 害 等 の 情 報 の 整 理 等 、

事 務 局 の 業 務 に 従 事 す る 。  

（ そ の 他 ）  

第 7 条  こ の 要 領 に 定 め る も の の ほ か 必 要 な 事 項 は 、本 部 長 が 別

に 定 め る 。  

 

 こ の 要 領 は 、 令 和 4 年 12 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  


